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道路交通の円滑化と市街地の
一体化により安全で快適な
まちづくりに寄与する

　連続立体交差事業は東京都が事業主体となり、
「道路整備」の一環として施行する都市計画事業です。



　事業費は、「要綱」に基づき下図のとおり都市計画事業者（都市側）と鉄道事業者（鉄道側）の負担で構成されています。

　なお、地方負担額については、本事業により鉄道の立体化、付属街路の整備、高架下の公共利用が図られ、地元区市の受

益も大きいため、東京都では地方財政法第27条（都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担）及び昭和49年6月の地方

自治法改正及び都市計画法に伴う区の権限強化に基づき、地元区市が一部負担することとし、都と区市の負担割合を

「7：3」としています。

※1　「要綱」による負担率（区部A地域、多摩部B地域）
　　（ただし、現行の割合を基本とし、沿線の土地利用状況や高架下利用比率に応じた費用負担率が適用
　　される。また、現要綱は平成19年に改定されたものであり、改定以前の負担率は、都市側負担（区部86
　　／100、多摩部90／100）、鉄道側負担（区部14／100、多摩部10／100）を適用していた。）

※2 都市側増加費（交差道路を新設又は拡幅するため支間25m以上の鉄道橋が必要となる費用等）は
　　全額都市側負担。
　
※3 鉄道側増強費（従前の施設面積を上回る施設を建設する費用）及び
 鉄道側増加費（従前の機能又は品質を上回る施設とするための費用等）は全額鉄道側負担。
　
※4 国庫補助等負担率による。
　
※5 地方財政法第27条に基づく負担。（都道府県により負担率は異なる）
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※東京都が事業主体となり実施する場合

　高架下利用については、「要綱」により次のように規定されています。

　都市側（地方自治体）は鉄道事業者の業務に支障ない限り高架下

に公共の用に供する施設を設置することができます。

　この場合、原則として高架下貸付可能面積（ただし道路、河川、駅施

設を除く既設線相当分）の15％相当部分は公租公課相当額（鉄道事

業者に課せられる固定資産税及び都市計画税相当分）で利用でき、

15％相当分をこえる部分は鉄道事業者の定める貸付規則による使用

料にて使うことができます。

　鉄道の高架化に関連して､都市環境の保全に資する目的で､高架構

造物に沿って住居の用に供している土地が連たんしている区間に設置

される道路です｡連続立体交差事業と併せて整備することにより､周辺

のまちづくりにも寄与します。

　連続立体交差事業は、「要綱」において次のいずれかに該当する鉄道区間について、鉄道と道路を3ケ所以上において立体

交差させるものと定義されています。

●両端で350m以上離れた幹線道路※12本を含み、踏切を2ケ所以上除却

●幹線道路のボトルネック踏切※2を除却

●生活道路※3の歩行者ボトルネック踏切※4を除却 
　

※1 幹 線 道 路 ： 道路法による一般国道及び都道府県道、都市計画法により都市計画決定された道路

※2 ボトルネック踏 切 ： ピーク時1時間あたり遮断時間40分以上の踏切、又は自動車の踏切交通遮断量※5が

   50,000台時／日以上の踏切

※3 生 活 道 路 ： ※1以外の道路（都市計画決定されていない区市町村道）

※4 歩行者ボトルネック踏切 ： 自動車、軽車両及び歩行者の踏切交通遮断量が50,000台（人）時／日以上かつ、軽車両及び

    歩行者の踏切交通遮断量が20,000台（人）時／日以上の踏切

※5 踏 切 交 通 遮 断 量 ： 日交通量（自動車、軽車両・歩行者等）×踏切遮断時間

ボトルネック踏切
歩行者ボトルネック踏切
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事業区間の高架下全面積

高架下貸付可能面積（100%）

都市側利用
【無償部分】

都市側利用
【有償部分】 鉄道側利用

（15%） （85%）

貸付
不可

駅施設、
交差道路、
河川等

※都市側の利用は公租公課の免除により無償使用
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連 続立体交差事業のフロー

：国が行う行為

：都が行う行為

：説明会等

※意見書の提出がない場合には、
　開催しない

参考付議

同時開催

施行協定締結

事業用地取得の開始

工事着手（鉄道立体化工事）

側道・交差道路等の整備

事業完了

都市計画審議会

都市計画決定

用地測量等説明会

詳細設計協議

都市計画事業認可

都市計画の流れ 環境影響評価の流れ

事業候補区間に位置付け

連続立体交差事業調査

着工準備採択

比較設計協議

調査計画書の作成

用地補償説明会

工事説明会

都民の意見書

都民の意見書※
関係区市町村の
住民及び利害関
係人の意見書

都市計画素案の作成

都市計画素案の説明会

都市計画案の作成

都市計画案の説明会 環境影響評価書案の説明会

評価書案に係る見解書の作成

都民の意見を聴く会※

環境影響評価書の作成

調
査
中

準
備
中

事
業
中

　 交通渋滞の解消
　連続立体交差事業は、数多くの踏切を同時に除却することにより、道路ネットワークの形成を促進するとともに、交通渋
滞を解消します。

【京成押上線(押上駅～八広駅間)明治通り】

　 高架下等空間の利用
　連続立体交差事業で生じた高架下等の空間を活用することで、地域の利便性や安全性が向上します。

事業後

高架化前
（H25.7 調査）

　　
全線高架化後
（H28.3 調査）

高架化前
（H25.7 調査）

　　

13.3 km/h

27.1 km/h

380m

全線高架化後
（H28.3 調査）
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解消!！解消!！

連 続立体交差事業の効果

明治通りの踏切遮断による最大渋滞長の変化

明治通り(小村井～白鬚橋東 約2.3km)における
朝混雑時(7～9時台)の平均旅行速度

　 総合的なまちづくりによる都市の活性化
　連続立体交差事業は、鉄道沿線のまちづくり事業と一体的に進めることにより、総合的な都市基盤整備に貢献します。

【JR中央線(三鷹駅～立川駅間)武蔵小金井駅周辺】
　連続立体交差事業に併せて、再開発事業を一体的に進めた事例

公園 デイサービス 観光発信施設

図書館保育所駐輪場

約2倍！！約2倍！！
高架化前

高架化後

事業前

           5          10         15         20          25 　（km/h）

連

1

1,040

（H19.8 国土交通省）

　本事業の実施にあたっては、東京都、地元区市、鉄道事業者が相互に連携し、地元のまちづくりに貢

献する側道整備等は地元区市が、鉄道工事は、営業線運行の安全確保の観点から鉄道事業者がそれぞれ

施行し、東京都は事業主体として、円滑な事業の推進が図られるよう事業の総括等を行っております。

※平成17年度からは、都道府県又は政令指定都市に加え、特別区及び、人口20万人以上の都市も事業主体となって

　施行することが可能となりました。

事 業 効 果

続立体交差事業



（令和8年４月現在）

事業完了区間（都施行）

事業完了区間（区施行）

事業中区間（都施行）

準備中区間（都施行）

事業中区間（区施行）

準備中区間（市施行）

主 な 鉄 道 ・ 新 交 通

主 な 道 路

※この図面は、地理院タイルに主な鉄道・新交通、主な道路、連続立体交差事業の実施箇所等を追記し作成したものです。
【参考】事業完了（区施行）
 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度    交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路

【参考】準備中（市施行）
 番 路線名 箇　　所　　　　　　　 事業主体 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な  備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路  
1 京王京王線  仙川～国領                       調布市         2.1km           ─               ─ 5 調布３・４・７　調布３・４・9

　踏　切
　除却数

【参考】事業中（区施行）
 番 路線名 箇　　所 事業主体 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路
1 東武伊勢崎線        とうきょうスカイツリー 駅付近      墨田区      　0.9km     H28.3.7         H29～R10 （1） 補114

踏切除却数
（除却済数）

事 業箇所

4

事業完了

準備中（都施行）

① 西武新宿線　　　 野方～井荻                   中野区、杉並区  3.1km 　　    ─  ─           13 補227　補133　補215
② JR南武線　　　　 谷保～立川                   国立市、立川市 3.7km 　　   ─  ─           17 国立3・3・15　国立3・4・5ほか　
③ 京成本線等　　    京成高砂～江戸川          葛飾区、江戸川区  5.3km 　　    ─                ─            13 補282　補143　補264

 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度 踏　切 交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）  除却数 都市計画道路

 番 　　路線名　　　　　　　箇　　所　　　　　　　  関係区市             事業       都市計画決定    施行年度 踏　切 交差する主な 備　　　考号                             延長     （都市計画変更）  除却数 都市計画道路

❶ 東急東横線 学芸大学～自由が丘 目黒区 0.9km ̶ S34～S36  放3 S36　高架切換完了
❷ 京王京王線 新宿～幡ヶ谷 渋谷区 2.1km ̶ S37～S39  環6 補60 S38　地下切換完了         国道20 ほか
❸ 東急大井町線 旗の台～大岡山 品川区、大田区 0.8km ̶ S38～S39  環7 放2 S39　高架切換完了
❹ JR中央線 東中野～荻窪 中野区、杉並区 3.1km ̶ S36～S41  環7 ほか S41　高架切換完了
    ❺ 東急東横線 自由が丘～田園調布 世田谷区 1.2km ̶ S39～S41  環8 S41　掘割切換完了
❻ 東急目蒲線 西小山～大岡山 目黒区、大田区 1.0km ̶ S39～S42  環7 S42　掘割切換完了
    ❼ 東武伊勢崎線 業平橋～鐘ケ淵 墨田区 2.5km ̶ S36～S43  放13 環4 S42　高架切換完了
❽ JR中央線 荻窪～三鷹 杉並区、武蔵野市 4.5km ̶ S41～S44  環8 ほか S44　高架切換完了
❾ 東急東横線 中目黒～都立大学 目黒区 2.5km ̶ S41～S45  補26 補49 S44　高架切換完了
10 京成本線 お花茶屋～青砥 葛飾区 0.6km ̶ S43～S45  放13 S45　高架切換完了
11 京王京王線 上北沢～芦花公園 世田谷区 1.0km ̶ S43～S45  環8 S45　高架切換完了
12 京浜急行湘南線 大森海岸～大森町 品川区、大田区  2.2km ̶ S41～S46  環7 補32、補33ほか S45　高架切換完了
13 小田急小田原線 千歳船橋～祖師ヶ谷大蔵 世田谷区 1.3km S39.12.16 S43～S46  環8 S46　高架切換完了
14 京王井の頭線 浜田山～富士見ヶ丘 杉並区 0.8km ̶ S44～S46  環8 S46　高架切換完了
15 JR総武線 両国～新小岩 墨田区、江東区 10.0km ̶ S43～S47  環3 環4 ほか S47　高架切換完了
    台東区、江戸川区
16 JR常磐線 綾瀬～金町 足立区、葛飾区 4.1km ̶ S43～S48  放13 環7 ほか S46　高架切換完了
17 東武伊勢崎線 小菅～西新井 足立区 3.0km ̶ S41～S49  放12 ほか S47　高架切換完了
18 京王京王線 分倍河原～聖蹟桜ヶ丘 府中市 0.4km ̶ S45～S49  府1・3・2 S49　高架切換完了
19 小田急小田原線 代々木八幡～東北沢 渋谷区 1.9km S39.12.16 S45～S57  放23 補211 S52　高架切換完了 
20 京王京王線 初台～代田橋 渋谷区 2.7km S47.12.11 S47～S59  補26 補211 S53　高架・地下切換完了
21 京成本線・押上線 京成立石～京成高砂 葛飾区 2.6km S46. 1. 9 S46～S61  環7 補264 S59　高架切換完了 
22 東急池上線 戸越銀座～旗の台 品川区 1.6km S49.12.24 S54～H 2  補26 補30 S63　地下・掘割切換完了
23  京王京王線・高尾線 平山城址公園      八3・3・41 H 2　高架切換完了
  ～京王八王子、京王片倉 八王子市 3.2km S55.10.24 S56～H 4  八3・4・37
                   府3・4・22 府3・4・21
24 京王京王線 東府中～分倍河原 府中市 1.6km S55. 2. 1 S55～H 5  府3・4・18 府3・4・19 H 3　高架切換完了
         府区街7・5・4
25 京浜急行湘南線 北品川～大森海岸 品川区 3.6km S46. 1. 9 S46～H 7  環6 補26 H 2　高架切換完了 
26 西武池袋線 富士見台～石神井公園 練馬区 1.6km S46. 1. 9 S46～H 9  環8 補134 S62　高架切換完了 
27  小田急小田原線 成城学園前～登戸 世田谷区、狛江市 2.4km S60. 3.26 S61～H11  補125 調3・4・16 H 9　高架切換完了         調3・4・3 調3・4・18 
28 JR東北線 東十条～川口 北区 2.7km ̶  H 2～H12   補85 補86 H10　高架切換完了
29 西武池袋線 江古田～中村橋 練馬区 1.9km S46. 1. 9 H 2～H13  放35 区街1,2 H 9　高架切換完了 
30 西武池袋線 練馬～練馬高野台 練馬区 2.0km S46. 1. 9 H 5～H14  補133 放7 H12　高架切換完了
31 小田急小田原線 世田谷代田～喜多見 世田谷区 6.4km （H 5. 2. 1） H 6～H19  補128 補133 補52 H14　高架切換完了         ほか
32 東急目蒲線 目黒～洗足 品川区 2.8km H 6.10.25 H 7～H20  環6 補26 補30 H11　高架切換完了（2）
    目黒区      H18　地下切換完了（16）
    立川市、武蔵野市　

13.1km         H　6. 5.  11 　H  7～H25　　　
　　　 三3・2・6 国3・4・10 H21　東側高架切換完了（13）33 JR中央線 三鷹～立川 三鷹市、小金井市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 　　　　　    立3・3・30　ほか     H22　西側高架切換完了（5）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国分寺市、国立市 

34 京王京王線・相模原線 調布駅付近 調布市 3.7km　（H14.  2. 6）　H14～H26  調3・2・6  H24　 地下切換完了       　　　　　　　　　調3・4・18 ほか          
        多3・1・6 　H17 Ⅰ期区間高架切換完了（8）35 JR南武線  稲田堤～府中本町  4.3km     H  4. 1. 6    H4～H27  多3・3・13 　H25　Ⅱ期区間高架切換完了（7）        多3・3・7 ほか  
36 京浜急行本線・  京急蒲田駅付近  6.0km H11.3.8 H12～H28   環8 放19 補36ほか 　H22 　環8付近高架切換（4）
 空港線        　H24　高架切換完了（24）           
37 京成押上線  押上～八広  1.5km H10.2.3 H12～H28   環4　補326　　　　H27　　高架切換完了（8） 
        富士街道   H23　Ⅰ期区間高架切換完了（6）38 西武池袋線  練馬高野台～大泉学園  2.4km    （H17.6.15） H19～H28   外環の2　ほか    H26　Ⅱ期区間高架切換完了（3）

39 小田急小田原線  代々木上原～梅ヶ丘  2.2km （H15. 1.31） H15～H30   補26 補54    H24　   地下切換完了   
 合　　計 　　─ 　─         112.2km ─ ─  　　─ 　　　　　─

 

※事業延長や踏切除却数については、今後変更となる場合があります。
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1 東武伊勢崎線  竹ノ塚駅付近 足立区 1.7km       H23.3.31      H23～R5   2 補261       

世田谷区
渋谷区

練馬区

墨田区

大田区

稲城市

R3　 高架切換完了

踏　切
除却数

事業中（都施行）
 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路

（ ）内はまちづくり関連事業

① 京成押上線 四ツ木～青砥　　　　　　葛飾区 2.2km H13.01.15   H14～R12 11 補140 補274  （立石駅周辺市街地再開発事業） 
② 西武新宿線 中井～野方　　　　　　　中野区 2.4km （H23.08.19）   H25～R15 7 補26 補220  （新井薬師前駅駅前広場整備事業）
③ 西武新宿線・国分寺線 東村山駅付近　　　　　　東村山市 4.5km      H24.10.2  H25～R12 5 東村山3・3・8 　　　　  　　　─西武園線        東村山3・4・10

⑤ JR埼京線 十条駅付近　　　　　　　北区 1.5km H29.11.30  R1～R12 6 補85  （十条駅西口地区市街地再開発事業）
⑥ 京浜急行本線 泉岳寺～新馬場　　　　　港区、品川区 1.7km H30.12.21  R2～R11 3 補149  （北品川駅駅前広場整備事業）
⑦ 東武東上本線 大山駅付近　　　　　　　板橋区 1.6km      R1.12.20   R3～R12 8 補26  （大山駅駅前広場整備事業）

⑧ 西武新宿線　　　  井荻～西武柳沢　　　　　杉並区、練馬区 5.1km      R3.11.26      R5～R21         19
⑨ 東急大井町線　　   戸越公園駅付近              品川区　　　  0.9km      R5.10.10             R7～R17        ６ 補29                    （戸越公園駅駅前広場整備事業）
       

踏切除却数
（除却済数）

  
④ 京王京王線 笹塚～仙川　　　　　　 渋谷区、杉並区 7.2km  （H24.10.2）   H25～R12 25 放23 補154 ほか （明大前駅駅前広場整備事業）
   　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千歳烏山駅駅前広場整備事業）

西東京市
補229 補132 外環の2　
補135 補230

（上井草駅・上石神井駅・武蔵関駅
  駅前広場整備事業）

世田谷区

1

合　　計 　̶　　　　　　　　　 ̶　　　　27.1km　　　̶　　           ̶              90     　　̶ 　　　　                              ̶
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　事業費は、「要綱」に基づき下図のとおり都市計画事業者（都市側）と鉄道事業者（鉄道側）の負担で構成されています。

　なお、地方負担額については、本事業により鉄道の立体化、付属街路の整備、高架下の公共利用が図られ、地元区市の受

益も大きいため、東京都では地方財政法第27条（都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担）及び昭和49年6月の地方

自治法改正及び都市計画法に伴う区の権限強化に基づき、地元区市が一部負担することとし、都と区市の負担割合を

「7：3」としています。

※1　「要綱」による負担率（区部A地域、多摩部B地域）
　　（ただし、現行の割合を基本とし、沿線の土地利用状況や高架下利用比率に応じた費用負担率が適用
　　される。また、現要綱は平成19年に改定されたものであり、改定以前の負担率は、都市側負担（区部86
　　／100、多摩部90／100）、鉄道側負担（区部14／100、多摩部10／100）を適用していた。）

※2 都市側増加費（交差道路を新設又は拡幅するため支間25m以上の鉄道橋が必要となる費用等）は
　　全額都市側負担。
　
※3 鉄道側増強費（従前の施設面積を上回る施設を建設する費用）及び
 鉄道側増加費（従前の機能又は品質を上回る施設とするための費用等）は全額鉄道側負担。
　
※4 国庫補助等負担率による。
　
※5 地方財政法第27条に基づく負担。（都道府県により負担率は異なる）

0.5
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0.5

※5

総事業費に対する負担割合

※1
※2
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※3
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国

約45%
都

約32%

市
約13％
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業費の構成事
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区　部
国
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区
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鉄道側
約15%

※東京都が事業主体となり実施する場合

　高架下利用については、「要綱」により次のように規定されています。

　都市側（地方自治体）は鉄道事業者の業務に支障ない限り高架下

に公共の用に供する施設を設置することができます。

　この場合、原則として高架下貸付可能面積（ただし道路、河川、駅施

設を除く既設線相当分）の15％相当部分は公租公課相当額（鉄道事

業者に課せられる固定資産税及び都市計画税相当分）で利用でき、

15％相当分をこえる部分は鉄道事業者の定める貸付規則による使用

料にて使うことができます。

　鉄道の高架化に関連して､都市環境の保全に資する目的で､高架構

造物に沿って住居の用に供している土地が連たんしている区間に設置

される道路です｡連続立体交差事業と併せて整備することにより､周辺

のまちづくりにも寄与します。

　連続立体交差事業は、「要綱」において次のいずれかに該当する鉄道区間について、鉄道と道路を3ケ所以上において立体

交差させるものと定義されています。

●両端で350m以上離れた幹線道路※12本を含み、踏切を2ケ所以上除却

●幹線道路のボトルネック踏切※2を除却

●生活道路※3の歩行者ボトルネック踏切※4を除却 
　

※1 幹 線 道 路 ： 道路法による一般国道及び都道府県道、都市計画法により都市計画決定された道路

※2 ボトルネック踏 切 ： ピーク時1時間あたり遮断時間40分以上の踏切、又は自動車の踏切交通遮断量※5が

   50,000台時／日以上の踏切

※3 生 活 道 路 ： ※1以外の道路（都市計画決定されていない区市町村道）

※4 歩行者ボトルネック踏切 ： 自動車、軽車両及び歩行者の踏切交通遮断量が50,000台（人）時／日以上かつ、軽車両及び

    歩行者の踏切交通遮断量が20,000台（人）時／日以上の踏切

※5 踏 切 交 通 遮 断 量 ： 日交通量（自動車、軽車両・歩行者等）×踏切遮断時間

ボトルネック踏切
歩行者ボトルネック踏切

2

事業区間の高架下全面積

高架下貸付可能面積（100%）

都市側利用
【無償部分】

都市側利用
【有償部分】 鉄道側利用

（15%） （85%）

貸付
不可

駅施設、
交差道路、
河川等

※都市側の利用は公租公課の免除により無償使用

6

連 続立体交差事業のフロー

：国が行う行為

：都が行う行為

：説明会等

※意見書の提出がない場合には、
　開催しない

参考付議

同時開催

施行協定締結

事業用地取得の開始

工事着手（鉄道立体化工事）

側道・交差道路等の整備

事業完了

都市計画審議会

都市計画決定

用地測量等説明会

詳細設計協議

都市計画事業認可

都市計画の流れ 環境影響評価の流れ

事業候補区間に位置付け

連続立体交差事業調査

着工準備採択

比較設計協議

調査計画書の作成

用地補償説明会

工事説明会

都民の意見書

都民の意見書※
関係区市町村の
住民及び利害関
係人の意見書

都市計画素案の作成

都市計画素案の説明会

都市計画案の作成

都市計画案の説明会 環境影響評価書案の説明会

評価書案に係る見解書の作成

都民の意見を聴く会※

環境影響評価書の作成

調
査
中

準
備
中

事
業
中



（令和8年４月現在）

事業完了区間（都施行）

事業完了区間（区施行）

事業中区間（都施行）

準備中区間（都施行）

事業中区間（区施行）

準備中区間（市施行）

主 な 鉄 道 ・ 新 交 通

主 な 道 路

※この図面は、地理院タイルに主な鉄道・新交通、主な道路、連続立体交差事業の実施箇所等を追記し作成したものです。
【参考】事業完了（区施行）
 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度    交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路

【参考】準備中（市施行）
 番 路線名 箇　　所　　　　　　　 事業主体 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な  備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路  
1 京王京王線  仙川～国領                       調布市         2.1km           ─               ─ 5 調布３・４・７　調布３・４・9

　踏　切
　除却数

【参考】事業中（区施行）
 番 路線名 箇　　所 事業主体 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路
1 東武伊勢崎線        とうきょうスカイツリー 駅付近      墨田区      　0.9km     H28.3.7         H29～R10 （1） 補114

踏切除却数
（除却済数）

事 業箇所

4

事業完了

準備中（都施行）

① 西武新宿線　　　 野方～井荻                   中野区、杉並区  3.1km 　　    ─  ─           13 補227　補133　補215
② JR南武線　　　　 谷保～立川                   国立市、立川市 3.7km 　　   ─  ─           17 国立3・3・15　国立3・4・5ほか　
③ 京成本線等　　    京成高砂～江戸川          葛飾区、江戸川区  5.3km 　　    ─                ─            13 補282　補143　補264

 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度 踏　切 交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）  除却数 都市計画道路

 番 　　路線名　　　　　　　箇　　所　　　　　　　  関係区市             事業       都市計画決定    施行年度 踏　切 交差する主な 備　　　考号                             延長     （都市計画変更）  除却数 都市計画道路

❶ 東急東横線 学芸大学～自由が丘 目黒区 0.9km ̶ S34～S36  放3 S36　高架切換完了
❷ 京王京王線 新宿～幡ヶ谷 渋谷区 2.1km ̶ S37～S39  環6 補60 S38　地下切換完了         国道20 ほか
❸ 東急大井町線 旗の台～大岡山 品川区、大田区 0.8km ̶ S38～S39  環7 放2 S39　高架切換完了
❹ JR中央線 東中野～荻窪 中野区、杉並区 3.1km ̶ S36～S41  環7 ほか S41　高架切換完了
    ❺ 東急東横線 自由が丘～田園調布 世田谷区 1.2km ̶ S39～S41  環8 S41　掘割切換完了
❻ 東急目蒲線 西小山～大岡山 目黒区、大田区 1.0km ̶ S39～S42  環7 S42　掘割切換完了
    ❼ 東武伊勢崎線 業平橋～鐘ケ淵 墨田区 2.5km ̶ S36～S43  放13 環4 S42　高架切換完了
❽ JR中央線 荻窪～三鷹 杉並区、武蔵野市 4.5km ̶ S41～S44  環8 ほか S44　高架切換完了
❾ 東急東横線 中目黒～都立大学 目黒区 2.5km ̶ S41～S45  補26 補49 S44　高架切換完了
10 京成本線 お花茶屋～青砥 葛飾区 0.6km ̶ S43～S45  放13 S45　高架切換完了
11 京王京王線 上北沢～芦花公園 世田谷区 1.0km ̶ S43～S45  環8 S45　高架切換完了
12 京浜急行湘南線 大森海岸～大森町 品川区、大田区  2.2km ̶ S41～S46  環7 補32、補33ほか S45　高架切換完了
13 小田急小田原線 千歳船橋～祖師ヶ谷大蔵 世田谷区 1.3km S39.12.16 S43～S46  環8 S46　高架切換完了
14 京王井の頭線 浜田山～富士見ヶ丘 杉並区 0.8km ̶ S44～S46  環8 S46　高架切換完了
15 JR総武線 両国～新小岩 墨田区、江東区 10.0km ̶ S43～S47  環3 環4 ほか S47　高架切換完了
    台東区、江戸川区
16 JR常磐線 綾瀬～金町 足立区、葛飾区 4.1km ̶ S43～S48  放13 環7 ほか S46　高架切換完了
17 東武伊勢崎線 小菅～西新井 足立区 3.0km ̶ S41～S49  放12 ほか S47　高架切換完了
18 京王京王線 分倍河原～聖蹟桜ヶ丘 府中市 0.4km ̶ S45～S49  府1・3・2 S49　高架切換完了
19 小田急小田原線 代々木八幡～東北沢 渋谷区 1.9km S39.12.16 S45～S57  放23 補211 S52　高架切換完了 
20 京王京王線 初台～代田橋 渋谷区 2.7km S47.12.11 S47～S59  補26 補211 S53　高架・地下切換完了
21 京成本線・押上線 京成立石～京成高砂 葛飾区 2.6km S46. 1. 9 S46～S61  環7 補264 S59　高架切換完了 
22 東急池上線 戸越銀座～旗の台 品川区 1.6km S49.12.24 S54～H 2  補26 補30 S63　地下・掘割切換完了
23  京王京王線・高尾線 平山城址公園      八3・3・41 H 2　高架切換完了
  ～京王八王子、京王片倉 八王子市 3.2km S55.10.24 S56～H 4  八3・4・37
                   府3・4・22 府3・4・21
24 京王京王線 東府中～分倍河原 府中市 1.6km S55. 2. 1 S55～H 5  府3・4・18 府3・4・19 H 3　高架切換完了
         府区街7・5・4
25 京浜急行湘南線 北品川～大森海岸 品川区 3.6km S46. 1. 9 S46～H 7  環6 補26 H 2　高架切換完了 
26 西武池袋線 富士見台～石神井公園 練馬区 1.6km S46. 1. 9 S46～H 9  環8 補134 S62　高架切換完了 
27  小田急小田原線 成城学園前～登戸 世田谷区、狛江市 2.4km S60. 3.26 S61～H11  補125 調3・4・16 H 9　高架切換完了         調3・4・3 調3・4・18 
28 JR東北線 東十条～川口 北区 2.7km ̶  H 2～H12   補85 補86 H10　高架切換完了
29 西武池袋線 江古田～中村橋 練馬区 1.9km S46. 1. 9 H 2～H13  放35 区街1,2 H 9　高架切換完了 
30 西武池袋線 練馬～練馬高野台 練馬区 2.0km S46. 1. 9 H 5～H14  補133 放7 H12　高架切換完了
31 小田急小田原線 世田谷代田～喜多見 世田谷区 6.4km （H 5. 2. 1） H 6～H19  補128 補133 補52 H14　高架切換完了         ほか
32 東急目蒲線 目黒～洗足 品川区 2.8km H 6.10.25 H 7～H20  環6 補26 補30 H11　高架切換完了（2）
    目黒区      H18　地下切換完了（16）
    立川市、武蔵野市　

13.1km         H　6. 5.  11 　H  7～H25　　　
　　　 三3・2・6 国3・4・10 H21　東側高架切換完了（13）33 JR中央線 三鷹～立川 三鷹市、小金井市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 　　　　　    立3・3・30　ほか     H22　西側高架切換完了（5）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国分寺市、国立市 

34 京王京王線・相模原線 調布駅付近 調布市 3.7km　（H14.  2. 6）　H14～H26  調3・2・6  H24　 地下切換完了       　　　　　　　　　調3・4・18 ほか          
        多3・1・6 　H17 Ⅰ期区間高架切換完了（8）35 JR南武線  稲田堤～府中本町  4.3km     H  4. 1. 6    H4～H27  多3・3・13 　H25　Ⅱ期区間高架切換完了（7）        多3・3・7 ほか  
36 京浜急行本線・  京急蒲田駅付近  6.0km H11.3.8 H12～H28   環8 放19 補36ほか 　H22 　環8付近高架切換（4）
 空港線        　H24　高架切換完了（24）           
37 京成押上線  押上～八広  1.5km H10.2.3 H12～H28   環4　補326　　　　H27　　高架切換完了（8） 
        富士街道   H23　Ⅰ期区間高架切換完了（6）38 西武池袋線  練馬高野台～大泉学園  2.4km    （H17.6.15） H19～H28   外環の2　ほか    H26　Ⅱ期区間高架切換完了（3）

39 小田急小田原線  代々木上原～梅ヶ丘  2.2km （H15. 1.31） H15～H30   補26 補54    H24　   地下切換完了   
 合　　計 　　─ 　─         112.2km ─ ─  　　─ 　　　　　─

 

※事業延長や踏切除却数については、今後変更となる場合があります。
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1 東武伊勢崎線  竹ノ塚駅付近 足立区 1.7km       H23.3.31      H23～R5   2 補261       

世田谷区
渋谷区

練馬区

墨田区

大田区

稲城市

R3　 高架切換完了

踏　切
除却数

事業中（都施行）
 番 路線名 箇　　所 関係区市 事業 都市計画決定 施行年度  交差する主な 備　　　考号     延長 （都市計画変更）   都市計画道路

（ ）内はまちづくり関連事業

① 京成押上線 四ツ木～青砥　　　　　　葛飾区 2.2km H13.01.15   H14～R12 11 補140 補274  （立石駅周辺市街地再開発事業） 
② 西武新宿線 中井～野方　　　　　　　中野区 2.4km （H23.08.19）   H25～R15 7 補26 補220  （新井薬師前駅駅前広場整備事業）
③ 西武新宿線・国分寺線 東村山駅付近　　　　　　東村山市 4.5km      H24.10.2  H25～R12 5 東村山3・3・8 　　　　  　　　─西武園線        東村山3・4・10

⑤ JR埼京線 十条駅付近　　　　　　　北区 1.5km H29.11.30  R1～R12 6 補85  （十条駅西口地区市街地再開発事業）
⑥ 京浜急行本線 泉岳寺～新馬場　　　　　港区、品川区 1.7km H30.12.21  R2～R11 3 補149  （北品川駅駅前広場整備事業）
⑦ 東武東上本線 大山駅付近　　　　　　　板橋区 1.6km      R1.12.20   R3～R12 8 補26  （大山駅駅前広場整備事業）

⑧ 西武新宿線　　　  井荻～西武柳沢　　　　　杉並区、練馬区 5.1km      R3.11.26      R5～R21         19
⑨ 東急大井町線　　   戸越公園駅付近              品川区　　　  0.9km      R5.10.10             R7～R17        ６ 補29                    （戸越公園駅駅前広場整備事業）
       

踏切除却数
（除却済数）

  
④ 京王京王線 笹塚～仙川　　　　　　 渋谷区、杉並区 7.2km  （H24.10.2）   H25～R12 25 放23 補154 ほか （明大前駅駅前広場整備事業）
   　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千歳烏山駅駅前広場整備事業）

西東京市
補229 補132 外環の2　
補135 補230

（上井草駅・上石神井駅・武蔵関駅
  駅前広場整備事業）

世田谷区

1

合　　計 　̶　　　　　　　　　 ̶　　　　27.1km　　　̶　　           ̶              90     　　̶ 　　　　                              ̶
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　事業費は、「要綱」に基づき下図のとおり都市計画事業者（都市側）と鉄道事業者（鉄道側）の負担で構成されています。

　なお、地方負担額については、本事業により鉄道の立体化、付属街路の整備、高架下の公共利用が図られ、地元区市の受

益も大きいため、東京都では地方財政法第27条（都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担）及び昭和49年6月の地方

自治法改正及び都市計画法に伴う区の権限強化に基づき、地元区市が一部負担することとし、都と区市の負担割合を

「7：3」としています。

※1　「要綱」による負担率（区部A地域、多摩部B地域）
　　（ただし、現行の割合を基本とし、沿線の土地利用状況や高架下利用比率に応じた費用負担率が適用
　　される。また、現要綱は平成19年に改定されたものであり、改定以前の負担率は、都市側負担（区部86
　　／100、多摩部90／100）、鉄道側負担（区部14／100、多摩部10／100）を適用していた。）

※2 都市側増加費（交差道路を新設又は拡幅するため支間25m以上の鉄道橋が必要となる費用等）は
　　全額都市側負担。
　
※3 鉄道側増強費（従前の施設面積を上回る施設を建設する費用）及び
 鉄道側増加費（従前の機能又は品質を上回る施設とするための費用等）は全額鉄道側負担。
　
※4 国庫補助等負担率による。
　
※5 地方財政法第27条に基づく負担。（都道府県により負担率は異なる）

0.5

0.7

0.3

0.5

※5

総事業費に対する負担割合

※1
※2

※4

※3

多摩部
国

約45%
都

約32%

市
約13％

鉄道側
約10%

3

国 庫 補 助 金

業費の構成事

15

5

区　部
国

約42%

都
約30%

区
約13%

鉄道側
約15%

※東京都が事業主体となり実施する場合

　高架下利用については、「要綱」により次のように規定されています。

　都市側（地方自治体）は鉄道事業者の業務に支障ない限り高架下

に公共の用に供する施設を設置することができます。

　この場合、原則として高架下貸付可能面積（ただし道路、河川、駅施

設を除く既設線相当分）の15％相当部分は公租公課相当額（鉄道事

業者に課せられる固定資産税及び都市計画税相当分）で利用でき、

15％相当分をこえる部分は鉄道事業者の定める貸付規則による使用

料にて使うことができます。

　鉄道の高架化に関連して､都市環境の保全に資する目的で､高架構

造物に沿って住居の用に供している土地が連たんしている区間に設置

される道路です｡連続立体交差事業と併せて整備することにより､周辺

のまちづくりにも寄与します。

　連続立体交差事業は、「要綱」において次のいずれかに該当する鉄道区間について、鉄道と道路を3ケ所以上において立体

交差させるものと定義されています。

●両端で350m以上離れた幹線道路※12本を含み、踏切を2ケ所以上除却

●幹線道路のボトルネック踏切※2を除却

●生活道路※3の歩行者ボトルネック踏切※4を除却 
　

※1 幹 線 道 路 ： 道路法による一般国道及び都道府県道、都市計画法により都市計画決定された道路

※2 ボトルネック踏 切 ： ピーク時1時間あたり遮断時間40分以上の踏切、又は自動車の踏切交通遮断量※5が

   50,000台時／日以上の踏切

※3 生 活 道 路 ： ※1以外の道路（都市計画決定されていない区市町村道）

※4 歩行者ボトルネック踏切 ： 自動車、軽車両及び歩行者の踏切交通遮断量が50,000台（人）時／日以上かつ、軽車両及び

    歩行者の踏切交通遮断量が20,000台（人）時／日以上の踏切

※5 踏 切 交 通 遮 断 量 ： 日交通量（自動車、軽車両・歩行者等）×踏切遮断時間

ボトルネック踏切
歩行者ボトルネック踏切

2

事業区間の高架下全面積

高架下貸付可能面積（100%）

都市側利用
【無償部分】

都市側利用
【有償部分】 鉄道側利用

（15%） （85%）

貸付
不可

駅施設、
交差道路、
河川等

※都市側の利用は公租公課の免除により無償使用

6

連 続立体交差事業のフロー

：国が行う行為

：都が行う行為

：説明会等

※意見書の提出がない場合には、
　開催しない

参考付議

同時開催

施行協定締結

事業用地取得の開始

工事着手（鉄道立体化工事）

側道・交差道路等の整備

事業完了

都市計画審議会

都市計画決定

用地測量等説明会

詳細設計協議

都市計画事業認可

都市計画の流れ 環境影響評価の流れ

事業候補区間に位置付け

連続立体交差事業調査

着工準備採択

比較設計協議

調査計画書の作成

用地補償説明会

工事説明会

都民の意見書

都民の意見書※
関係区市町村の
住民及び利害関
係人の意見書

都市計画素案の作成

都市計画素案の説明会

都市計画案の作成

都市計画案の説明会 環境影響評価書案の説明会

評価書案に係る見解書の作成

都民の意見を聴く会※

環境影響評価書の作成

調
査
中

準
備
中

事
業
中

　 交通渋滞の解消
　連続立体交差事業は、数多くの踏切を同時に除却することにより、道路ネットワークの形成を促進するとともに、交通渋
滞を解消します。

【京成押上線(押上駅～八広駅間)明治通り】

　 高架下等空間の利用
　連続立体交差事業で生じた高架下等の空間を活用することで、地域の利便性や安全性が向上します。

事業後

高架化前
（H25.7 調査）

　　
全線高架化後
（H28.3 調査）

高架化前
（H25.7 調査）

　　

13.3 km/h

27.1 km/h

380m

全線高架化後
（H28.3 調査）

　0       50     100    150    200    250    300    350     （m）

7

解消!！解消!！

連 続立体交差事業の効果

明治通りの踏切遮断による最大渋滞長の変化

明治通り(小村井～白鬚橋東 約2.3km)における
朝混雑時(7～9時台)の平均旅行速度

　 総合的なまちづくりによる都市の活性化
　連続立体交差事業は、鉄道沿線のまちづくり事業と一体的に進めることにより、総合的な都市基盤整備に貢献します。

【JR中央線(三鷹駅～立川駅間)武蔵小金井駅周辺】
　連続立体交差事業に併せて、再開発事業を一体的に進めた事例

公園 デイサービス 観光発信施設

図書館保育所駐輪場

約2倍！！約2倍！！
高架化前

高架化後

事業前

           5          10         15         20          25 　（km/h）

連

1

1,040

（H19.8 国土交通省）

　本事業の実施にあたっては、東京都、地元区市、鉄道事業者が相互に連携し、地元のまちづくりに貢

献する側道整備等は地元区市が、鉄道工事は、営業線運行の安全確保の観点から鉄道事業者がそれぞれ

施行し、東京都は事業主体として、円滑な事業の推進が図られるよう事業の総括等を行っております。

※平成17年度からは、都道府県又は政令指定都市に加え、特別区及び、人口20万人以上の都市も事業主体となって

　施行することが可能となりました。

事 業 効 果

続立体交差事業
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表紙写真 【左上】（西武池袋線）石神井公園駅付近
 【左下】（ＪＲ中央線）武蔵境駅～東小金井駅間
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裏表紙写真 （JR埼京線）十条道踏切

東京都建設局HP
「連続立体交差事業」QRコード

道路交通の円滑化と市街地の
一体化により安全で快適な
まちづくりに寄与する

　連続立体交差事業は東京都が事業主体となり、
「道路整備」の一環として施行する都市計画事業です。


